
　１２月号に引き続き、「年末年始無災害運動」と「転倒防止運動」を記事に
させていただきます。２つの運動とも、単月の運動ではなく、２ヶ月～３ヶ月
に及ぶ活動なので、新年号でも取り上げました。
　冬季に起こりやすい「転倒防止運動」は毎年続けておりますが、２年前の

　新年おめでとうございます。会員のみなさまには昨年一年間、大変お世話になりました。本年もよろしくお願い データと比較してみると、事故発生の傾向はあまり変わっていないようです。
いたします。昨年は会員事業場の皆さんに協力をいただき、コロナ前に戻り計画通りの活動を行うことができまし リーフレットにもありますが、転倒災害は労災全体の25％、女性が男性より
た。活動の中でも県大会を須賀川で開催できたことは記憶と記録に残すべき事業でした。 転びやすい、５０歳以上の高齢者が70％を占める、などです。
　年は改まりましたが、協会の事業年度はまだ、３ヵ月残っております。年度末まで計画通りの事業をきちんと 　転倒は業種を問わず発生するリスクがありますが、基本的な安全対策が予
積み上げ、年度を締めくくりたいと思います。引き続き、みなさまのご協力をお願いいたします。 防措置として重要です。凍結前の準備や確認、身体機能の確認など、転倒

を防止するための基本的な対策を確実に実施し、年末年始・冬を無災害で　
乗り切りましょう。
　協会のホームページに「転倒防止チェックリスト」を掲載いたしますので、
自社の転倒防止管理体制が十分かどうかご確認ください。

　　福島労働局主催の「職場における新たな化学物質規制に関
　する説明会」に参加してきましたので、概要を報告いたします。
　　法的に「化学物質」管理のレベルアップが求められています。 
　労働法では化学物質を造っている工場だけではなく、取扱を　 　福島県の最低賃金は１０月１日から適用され、輸送機製造業、電気機械
　している事業場も管理が必要なので、化学物質の管理強化は　 器具製造業など業種別最低賃金が１２月２日より適用されています。
　ほとんどの工場に関係する管理項目となります。 　
　　これまでも化学物質を取扱っている事業所では「リスクアセス １．地域別最低賃金 ９００円 １０月１日より
　メント」が義務化されるなど、化学物質の使用・管理に関しては　
　法的な規制がありました。 ２．特定最低賃金（業種別）
　　 ・ ２００６年　危険有害物質の情報伝達の義務化 ① 自動車小売業 ９６０円 １２月　２日より

（ラベル貼り付け、SDS交付） 　　　　化学物質管理の法規制　講習会 ② 非鉄金属製造業 ９４５円 １２月２０日より
・ ２０１２年　リスクアセスメントの義務化　　　　など ③ 輸送機械器具製造業 ９５４円 １２月２８日より

　　今までの管理に加え、２０２４年から下記の通り、化学物質に対する法規制の内容が広がります。 ④ 計量器・時計・眼鏡製造業 ９２８円 　１月１２日より
・ 「化学物質管理者」の選任と位置づけの明確化 ⑤　電子・電気・情報器具製造業 ９００円 １０月　１日より
・ 「保護具着用管理責任者」の選任と位置づけの明確化 （電子・電気・情報製造業は令和５年改正されず、県最賃）　
・ リスクアセスメントを通して危険性・有害性の共有　　　など 最低賃金についての問い合わせ先、ご相談先

　　法改正の背景は ”急激な化学物質数の増大” により国の法律で化学物質の安全使用を管理することが 福島労働局　賃金室　　（024-536-4604）
　できなくなってきたため、化学物質の『法令順守』から『自主的な管理』へ舵を切ったのです。 須賀川労働基準監督署（0248-75-3519）
　　当協会としても、化学物質関連の法改正に対応する講習会を計画しています。事業場として自社の化学
　物質管理の状況を確認いただき、対応をご検討下さい。

　右の表は須賀川労働基準監督署から毎月いただいている「須賀川署
管内の労働災害状況」から主要産業分を表示したものです。

　　＜テールゲートリフター講習＞　11月に引き続き 12月にもテ 　詳細は ホームページからご覧いただくとして、　ここでは令和５年の状況
　ールゲートリフターの講習会を実施しました。今回の講習会は事 から重要なポイントを抽出してお知らせいたします。
　業場単体の講習でしたが４０名の方に受講いただきました。、 ① 死亡労災件数　　 ４件　（令和４年１件、令和３年０件、令和２年３件）
　　新たな法改正より、トラック等の後方についている　テールゲー ② 死傷事故件数　１１５件　(令和４年120件、令和３年114件）
　トリフターを操作する人は講習会を受講しなければなりません。 ③ 製造業・建設業で災害件数が増加している
 　 建設業を中心に幅広い業種から講習会の要望があり、年明け ④ 運輸交通・第三次産業は災害件数が減少している。
　にも３度の講習会の開催を予定しております。

　死亡事故４件は確認できる平成２９年以降で最も多い。死傷者数も減少
　　＜安全衛生推進者講習＞ 労働者が10人以上50人未満の しておりませんが、死亡事故だけは何としても、ゼロにしたいと思います。
　事業場に選任 が義務づけられている 「安全衛生推進者」にな
　る人を対象にした教育講習です。５０人以上の事業場では「安
　全管理者」「衛生管理者」と二人で分担する役割を一人で担い
　ますので、責任の重い役割で、講習内容も「安全・衛生」両面で　
　守備範囲の広い講習になります。 １月１８日 保護具着用管理責任者講習（化学物質関連保護具）

１月２５日 有機溶剤作業従事者教育
　　＜アーク溶接講習＞  　アーク溶接は建設・土木だけでなく、 １月２７日・２８日 ガス溶接技能講習
　工場でも広く活用されている技術です。 半面、電気を使用し火 １月２９日 テールゲートリフター講習　　（建設業協会）
　花が飛び、爆発の危険性やヒュームを発生させることから、健康 ２月２日 テールゲートリフター講習　　（建設業協会）
　面でも有害性があり、安全・衛生両面から管理が求められます。 ２月８日 テールゲートリフター講習
　　安全作業のため、作業につく前に講習の受講が必須です。 ２月２１日・２２日 職長教育（製造系）
　　なお、実技は各社で１０時間の経験ありの証明書が必要です。 　　　　　　　上 ： テールゲートリフター ２月２７日 リスクアセスメント基礎講習

　　　　　　　中 ： 安全衛生　下 ： アーク ３月８日 化学物質管理者に準ずる講習

　【今後の教育講習の予定】　　　　詳細は案内書及びHPでご確認ください

【１２月の活動・実施した 講習会 】

　【テールゲートリフター・安全衛生推進者・アーク溶接】の各講習を開催 

　【化学物質管理に関する法規制強化講習会参加報告】

【福島労働局 ・ 須賀川労働基準監督署 からのお知らせ】　　

　【年末年始無災害・転倒災害防止運動＜転ばないでね！＞】

　【福島県最低賃金 業種別 情報】

　【須賀川署管内の労働災害件数 情報】
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協会のHPもご覧ください


